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地震・津波による被害からのインフラの本格復旧・復興の進捗状況

項 目
指標名

進捗率
項 目
指標名

進捗率 項 目
指標名

進捗率 項 目
指標名

進捗率

※１ 「復旧」とは、災害復旧事業により行う復旧工事のこと。
「復興」とは、社会資本整備総合交付金又は農山漁村
地域整備交付金により行う整備工事のこと。

※２ 「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度
の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。

※３ 防災集団移転促進事業や災害公営住宅のみにより宅
地供給される地区を含む。

※４ 宅地の一部を引渡した地区を計上。
※５ 原則として、福島県の帰還困難区域等を除く。

本復旧・復興工事に着
工した地区海岸、本復
旧・復興工事が完了し
た地区海岸の割合

※国が避難指示区域等として設
定した、福島県内の12市町村
を除く。

■海岸対策※１  

■河川対策
（直轄区間）

本復旧工事が完了
した河川管理施設
（直轄管理区間）の
割合

■河川対策
（県・市町村管理区間）

本復旧工事が完了
した河川管理施設
（県・市町村管理区
間）の割合

■下水道
通常処理に移行した
下水処理場※２の割合

■交通網（道路）
（直轄区間）

本復旧が完了した
道路開通延長の割合

■交通網（道路）
（県・市町村管理区間）

本復旧が完了した
道路路線数の割合

■交通網（道路）
（復興道路・復興支援道路）

復興道路・復興支援
道路の着工率
復興道路・復興支援
道路の整備率

■交通網（鉄道）

運転を再開した鉄道
路線延長※の割合

■交通網（港湾）

本復旧工事が完了
した復旧工程計画
に定められた港湾
施設の割合

■災害公営住宅

■復興まちづくり
（防災集団移転促進事業)

造成工事の着工数
造成工事の完了数 
 の割合

※災害公営住宅のみにより
宅地供給される地区を含む

■復興まちづくり
（土地区画整理事業※３）

造成工事の着工数
宅地の引渡開始地区※４数
造成工事の完了数  

の割合

※供給計画は「住まいの復興工
   程表」（R4.1末時点）による。

■復興まちづくり
（津波復興拠点整備事業）

造成完了した地区数
工事に着手した地区数
の割合

■復興まちづくり
（造成宅地の滑動崩落防止）

対策工事が完了した
地区数の割合

※進捗率には、帰還者向け災害
公営住宅の計画を含んでいない。

災害公営住宅の
用地確保が完了した戸数
建築工事に着手した戸数
建築工事が完了した戸数
の割合

※ＪＲ大船渡線・気仙沼線のＢＲＴ
による本格復旧分を含む。

※避難指示解除準備区域等を含む
（JR常磐線浪江～富岡駅間 

（20.8km）を含む）

※旧北上川（本復旧工事完了
済）では、引き続き地震・津波
対策を実施中。

復興まちづくり計画に基づき下水道事業
を計画し、処理場またはポンプ場の整備
を含む地区数のうち、
・下水道事業に着工している地区数
・下水道事業が一部供用開始した地区数
・下水道事業が完了した地区数 の割合

100%
（着工）

99%
（完了）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

100%（完了）

0% 50% 100%

【復旧】

【復興】

100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

100%
（完了）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

【地区ベース】

【戸数ベース】

0% 50% 100%

100%（完了）

0% 50% 100%

【地区ベース】

【戸数ベース】

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%※避難指示解除準備区域等を含
む。岩手、宮城、福島県内の
国道４号、６号、４５号に限る。

0% 50% 100%

出典：復興庁「公共インフラの本格復旧・
復興の進捗状況」を基に当省にて更新

100%（完了）

100%（完了）

100%（完了）

100%
（完了）

100%
（完了）

100%
（完了）

100%
（完了）

100%
（完了）

100%
（完了）
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0% 50% 100%

99% 100%
（完了）（着工）

（令和７年２月末時点）

0% 50% 100%

100%
（完了）

0% 50% 100%

■水道施設
本復旧・復興工事に着
工・一部供用開始・完
了した水道事業数の割合

※通常査定

復旧方法を確定させた上で実施した災
害査定。（避難指示区域を含む）

※特例査定

復興計画が定まらず復旧方法が確定し
ない地区において実施した災害査定。

【通常査定】 100%（完了）

100%（完了）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

【特例査定】 100%
（着工・一部供用開始）

91%
（完了）



原子力災害の被災地域における取組状況
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○ 避難指示区域は、除染の進捗に伴い、順次縮小してきた。

○ 残った避難指示区域のうち、「特定復興再生拠点区域」では、復興の拠点となる区域として、除染

及びインフラ整備を集中的に実施しており、令和５年11月までに、全ての拠点区域で避難指示を解除。

○ このほか、避難指示を解除し、住民が帰還・居住できるよう除染等を進める「特定帰還居住区域」

を設定。

○避難指示区域の概念図（令和６年４月時点）

出典：復興推進会議（第42回）・原子力災害対策本部会議（第65回）合同会合資料より国土交通省作成。

凡例
元の避難指示区域

現在の避難指示区域
（帰還困難区域）

特定復興再生拠点区域
（避難指示解除済み）

特定帰還居住区域
（避難指示中）



○ 福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）により、避難指示の解除又は解除の見通しが立っている区域において、

  復興・再生の拠点となる市街地（一団地の復興再生拠点市街地形成施設：都市計画に定める都市施設）の整備を支援。

原子力災害の被災地域における復興まちづくり

＜支援メニュー＞ ・計画策定費 ・公共施設等整備費：地区公共施設、高質空間形成施設、拠点支援施設、モニタリングポスト ・用地取得造成費

令和７年２月末現在、福島県大熊町（下野上）、双葉町（双葉駅西側、中野）、浪江町（浪江駅周辺）の計４地区で事業実施中。現状

【大川原地区】
旧避難指示区域（H31年4月解除）

双葉町

大熊町は、町内の居住制限区域内にある比較的線量の低い大川原地
区に、新たな復興拠点を整備。

下野上地区では、将来の避難指示解除を見据えた居住環境、産業活
動の場を整備。

双葉町は、避難指示解除準備区域、かつ、津波リスクが低い中野地区を
「復興産業拠点」として、また、帰還困難区域に指定されていた双葉駅西側
地区を帰還住民・就業者等のための「新たな生活の場」として位置付け。
両拠点が連携しながら町の復興を先導。

事業期間：H28年度～R2年度
事業面積：約18.3ha

H29.3 事業認可
H29.6 工事着手
H31.4 町新庁舎開庁
R3. 3 工事完了

都市計画決定

産業・研究・業務

汚水処理施設

調整池

公益・業務

復
興
祈
念
公
園

Ｎ

事業期間：H30年度～R8年度
事業面積：約23.9ha

（Ⅰ期12.3ha、Ⅱ期11.6ha)

H30.7 事業認可（Ⅰ期）
R1. 8 工事着手（Ⅰ期）
R2.11 事業認可（Ⅱ期）
R5. 5 工事着手（Ⅱ期）

事業期間：H29年度～R8年度
事業面積：約49.6ha

H29.7 事業認可
H30.1 工事着手

【双葉駅西側地区】 【中野地区】
旧避難指示区域（R4年8月解除） 旧避難指示区域（R2年3月解除）

【下野上地区】

事業期間：R2年度～R8年度
事業面積：約43.1ha

R2.7 事業認可
R3.7 工事着手

東日本大震災・原子力災害伝承館
産業交流センター

住宅

都市計画決定

業務

公益

公園

公益・業務

公益
町新庁舎

調整池

Ｎ

公益・業務

ＮＮ

住宅住宅
公園公園

公益・業務公益・業務

都市計画決定

Ｎ

住宅
公園

公益・業務

都市計画決定

調整池

住宅

住宅

公益

住宅
・公益

Ⅰ期事業

公益
・業務

調整池

公益
・業務Ⅱ期事業

大熊町

連携

浪江町

浪江町は、平成29年3月
に避難指示が解除され、
中心市街地全体の復興再
生に向け、先導的に浪江
駅周辺地区を、暮らしや
商業、賑わいの回復等の
拠点として整備。

【浪江駅周辺地区】

事業期間：R3年度～R8年度
事業面積：約11.6ha

R4.2 事業認可
R6.1 工事着手

Ｎ

都市計画決定

公益
・業務

公園

住宅

公益

しものがみ ふたばえきにしがわ なかの

なみええきしゅうへん旧避難指示区域（R4年6月解除）

旧避難指示区域（H29年3月解除）

Ｎ

都市計画決定

公益・業務

調整池

住宅

住宅

調整池

公益
・業務

公園

住宅

公園
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原子力災害の被災地域における災害公営住宅等の整備

○ 避難指示が解除された区域又は解除の見通しが立っている区域における帰還者等の住まいの確保のた
め、災害公営住宅・再生賃貸住宅の整備が行われており、国において支援を実施。

○ これまで計画されたものについては令和８年度までの完成を目指しており、住民の帰還意向等の状況を
踏まえて随時計画の改訂を行う。

帰還者向け災害公営住宅
（双葉町 双葉駅西側地区）

災害公営住宅

再生賃貸住宅

・これまで計画された453 戸は全て完成。
※今後、住民の帰還意向や特定帰還居住区域における避難指示の解除の見通し等を踏まえ、新たに建設を
行う可能性あり。

・これまで計画された382戸のうち281戸が完成。令和８年度までの完成を目指
す。
※今後、住民の帰還意向や特定帰還居住区域における避難指示の解除の見通し等を踏まえ、新たに建設

を行う可能性あり。

市町村 取組状況

田村市 ・12戸中12戸全て完了。

飯舘村
・25戸中15戸完了。
残り10戸については、令和８年度までの完成を目指す。

浪江町
・165戸中90戸完了。
残り75戸については、令和８年度までの完成を目指す。

大熊町 ・98戸中98戸全て完了。

川内村 ・10戸中10戸全て完了。

双葉町 ・56戸中56戸全て完了。

葛尾村 ・16戸中16戸全てについて、令和６年度中完成予定。

令和７年２月末時点。福島県提供データをもとに国交省作成。

（進捗状況）

※帰還者向け

※帰還者・新規転入者向け
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原子力災害の被災地域におけるインフラ復旧・整備
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○ 原子力災害の被災地域において、水道、道路、河川、海岸を復旧・整備。

水道
・避難指示が解除された地域については、概ね断水解消。
・避難指示区域については、特定帰還居住区域の除染に合わせ、復旧中。

道路
・避難指示が解除された地域については、概ね復旧済み。
・避難指示区域については、特定帰還居住区域の除染に合わせ、復旧中。

・避難指示が解除された地域等の復興・再生のための道路整備を引き続き
支援。

河川
・避難指示が解除された地域については、復旧済み。

・避難指示区域内に残る二級河川熊川（大熊町）において、築堤及び護岸
復旧工事を実施中。令和７年３月末の完了を目指す。

海岸
・避難指示が解除された地域については、復旧済み。

・避難指示区域内に残る細谷海岸（双葉町）、熊川海岸（大熊町）の２
か所で堤防工、消波工を実施中。令和８年３月末の完了を目指す。

水道施設（管路）の復旧
（双葉地方水道企業団）

復興に向けた道路整備
（小野富岡線）



国営追悼・祈念施設整備事業

東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）の
の設置について（平成26年10月閣議決定、平成29年9月一部変更）

東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世
への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意志の発信のため、
国は、地方公共団体との連携の下、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市及び
福島県双葉郡浪江町の一部の区域に、国営追悼・祈念施設（仮称）を設置
する。

【福島】 令和7年度内での完成を目指し整備
※令和3年1月に一部利用開始

今後の予定

復興祈念公園 48ha

国営追悼・祈念施設 10㏊

○東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意
志の発信のため、地方公共団体との連携のもと、岩手県、宮城県及び福島県において地方公共団体が設置する復興祈念公園の
中に、国営追悼・祈念施設として中核的施設となる丘や広場等を整備。

○岩手県・宮城県に設置する施設については、令和２年度末に整備完了し、令和３年度から一般会計で維持管理を開始。

○福島県に設置する施設については、引き続き復興特会で整備を推進。令和７年度は、管理棟建築工事及び管理棟周辺造園工
事を実施予定。

国営追悼・祈念施設（福島県） 事業工程

閣議決定

公園施設工事

管理棟等工事

令和５年度 令和６年度 令和７年度

調査・測量・設計

造成工事

植栽工事

整備内容 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

一部利用開始公園施設工事

管理棟等工事

令和５年度 令和６年度 令和７年度

調査・測量・設計

造成工事

植栽工事

整備内容 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

公園施設工事

管理棟等工事

令和５年度 令和６年度 令和７年度

調査・測量・設計

造成工事

植栽工事

整備内容 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

公園施設工事

管理棟等工事

令和５年度 令和６年度 令和７年度

調査・測量・設計

造成工事

植栽工事

整備内容 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

福島県津波復興記念公園 イメージパース
（福島県浪江町・双葉町）
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観光復興に向けた取組

福島県の令和５年における観光は、東日本大震災前（平成２２年）と比較して、回復途上の状況。

 ○外国人延べ宿泊者数の伸び率は、全国や東北６県全体と比較し低い状況。（福島県：205.6％、全国：365.2％、東北６県全体：282.6％）

 ○観光入込客数の回復は、浜通り地域が中通りや会津地域と比較し、遅れている状況。（浜通り：73.4％、中通り：114.4％、会津：88.6％）

 ○教育旅行（修学旅行、林間学校等、学生が参加した旅行）の入込数は、震災前を下回っている 。（震災前の60.7％） 

福島県における観光関連復興支援事業 ブルーツーリズム推進支援事業

➢ 福島県が実施する滞在コンテンツの充実・強

化、受入環境の整備、プロモーションの強化

等を支援。

➢ 特に、震災・原発事故の被災地域をフィール

ドとした学びの旅「ホープツーリズム」の取

組を支援。

➢ ALPS処理水の海洋放出による風評への対策

として、海の魅力を高めるブルーツーリズム

の取組を支援。

➢ 風評が特に懸念される沿岸部の地域において、

海水浴場等の受入環境整備、ビーチ等の国際

認証の取得に向けた取組等を支援。

ビーチの認証に必要な
バリアフリー設備の導入
（宮城県南三陸町）

ホープツーリズム
モニターツアー
（福島県浪江町）

海外の現地イベントに
おけるプロモーション

（タイ） 7

伝統漁法体験
コンテンツの造成
（宮城県利府町）
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